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請求の趣旨 

 

1．日本国内において、原子力発電所及び関連施設を新設してはならない  

2．被告は1000万円を支払え 

3. 訴訟費用は被告の負担とする 

との判決を求める 

 

 

 

 

請求の原因 

 

地球温暖化防止のための個人による行政裁判である。資源エネルギー庁の原子力政策を問題

視し、以下をテーマに争う 

 

1．原子力政策における地球温暖化防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3 

2．原子力政策の国家的な違法性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   6 

3．原子力の撤廃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

4．地球温暖化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  20 

5．代替エネルギーの可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  21 

6．放射能と死の因果関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  27 

7．資源エネルギー庁と電力会社の癒着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  32 

8．新潟県中越沖地震における住民被害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  36 

9．公務員のあるべき姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  37 

10. 原告の被害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  38 
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原子力政策における地球温暖化防止 

 

近年、私達の暮らす地球は、ものすごいスピードで温暖化している。地球は、緑の惑星で美

しく、生命に満ち溢れている。そして、生態系の連鎖を繰り返して、植物や動物・私達が共

に暮らしている。すべての生命は、一つの家族的な存在であり、生態系を無視すると自然か

ら仕返しを受けることとなる。その仕返しとは、現在、国際的な問題となっている地球温暖

化や酸性雨、大気汚染などによる環境被害であろう。すべての生命は、地球上でそれぞれの

役割を持ちながら、バランスを保って生きている。私達の身勝手さよって、自然を破壊して

もいいのだろうか。もしかしたら、地球は、再生できなくなるかもしれない。地球の未来は、

今に存在する私達に委ねられている。 

 

日本における地球温暖化防止対策は、大幅に遅れている。日本の政策は、気候変動枠組条約

締結国会議で採択された「京都議定書」に即することを宣言しており、施策が考えられてい

る。しかし、温室効果ガスは、減るどころか増えている。日本は、2002年に京都議定書に批

准し、1990年比で 6％の温室効果ガスの削減目標を掲げた。1990年の温室効果ガス排出量は

12億 3,700万トン。6％削減すると、11億 6,300万トンである。しかし、2006年度の排出量

は 13億 4100万トン。1990年比で 6.4％増加し、削減目標との差は、12.4％まで拡大してい

る。排出量取引によるCO2削減も検討されているが、独自の技術力の開発に繋がるわけでも

なく、単に税金を失うだけになるのだから、買って終わることだけは避けなければならない。

一番重要なのは、日本国内での施策である。地球温暖化対策は、内閣府に設置された「地球

温暖化対策推進本部」が中心である。本部長は内閣総理大臣。副部長は内閣官房長官及び経

済産業大臣、環境大臣である。経済産業省は、資源エネルギー庁が中心である。主な役割は、

省エネルギーの普及・エネルギー供給・資源管理などである。環境省は、公害防止・環境保

全・生態系の調査などを行っている。1998年 6月に地球温暖化対策推進本部がまとめた「(旧)

地球温暖化対策推進大綱」の第１．基本的な考え方の 3の（3）には、地球温暖化防止の取り

組みの重要性が記されている。 

 

 

（3）地球温暖化問題は我が国一国のみの取組で解決できる問題ではなく、すべての国が国

際協調の下取り組んでいくべき問題である。 
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また「エネルギー供給面の二酸化炭素排出削減対策の推進」では、次のように記されている｡ 

 

（1） 原子力立地の推進  

我が国の削減目標を達成するためには、2010 年度において 1997 年度の 5 割以上の発電電

力量の増加を目指した原子力発電所の増設が必要である。 

 

1997年度の原子力の出力規模は、4500万 kW。基数 52基。稼働率81.3％。しかし、原子力の

増設目標は、途中で変更されている。2002 年 3月には、原子力の増設目標が「2010年度まで

の間に原子力発電電力量を2000年度と比較して約3割増加」へと変わっている。この変更は、

CO2 に換算にすると、かなり大きな差が生じてくる。この訴状では、最初の目標数値を採用

している。それは原子力の計画がかなり長期に及び、変更があることでCO2削減に大きく影

響してくるからだ。最長の計画は、山口県上関の原子力発電所で、26 年前の 1982 年から論

議が始まっている。途中経過の 2007 年度の出力規模は、4958 万 kW。基数 55 基。2007 年に

新潟県中越沖地震があり、柏崎刈羽原子力発電所の 7基分 821.2万 kWは、すべて停止してい

る。結果、1997年度の出力規模を比較すると、大幅に下回っているだけでなく、CO2増加の

穴埋めさえも難しくなっている。柏崎刈羽原子力発電所の建設は、明らかにCO2の増加に繋

がった。建設実績においても、1993年には、2010年の建設の目標は40基としていたが、現

実には、建設中のものも含めて14基であった。原子力の計画は、まったくあてにならず、そ

れ故に、地球温暖化対策の中心に原子力は置けないはずである。 

 

建設が進まない原因は、地元住民の反対である。原子炉の建設計画は今後もあるものの、訴

訟を準備している地域もある。地元住民の反対は、当然である。放射能は恐ろしく、数々の

法律にも違反しているからである。原子力は、3 つの立場で異なる違法性がある。１つ目は

私的。原告に被害を与えている。2つ目は公的。社会秩序を乱している。3つ目は国家的。国

のあり方として、倫理に違反している。今回の訴状では、原告の被害と国家的な違法性を追

及している。それは、地球温暖化が個人個人に被害をもたらすものであり、国の政策によっ

て、大きく影響を受けるからである。 
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なお、公的な違法性については、甲第1号証の「告訴状」に記している。原子力政策が資源

エネルギー庁に起因する根拠を記してある。罪名は下記の通りであり、東京地方検察庁に告

訴状を提出した。 

 

1．中央省庁等改革基本法の第 21条の第 2項のイに違反 

2．憲法の第15条の第 2項に違反 

3．国家公務員倫理法の第 3条の第 1項、第 2項、第 3項に違反 

4．刑法第193条の公務員職権濫用罪 

5．刑法第194条の特別公務員職権濫用罪 

6．国家公務員の職階制に関する法律の第 6条に違反 

7．刑法第197条の 3の第 1項、第 2項の加重収賄罪 

8．刑法第235条の窃盗罪 

9．刑法第246条の第 1項、第 2項の詐欺罪 

10．刑法第 246条の 2の電子計算機使用詐欺罪 

11．不当景品類及び不当表示防止法の第4条の第 1項、第 3項に違反 

12．私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の第19条に違反 

13．刑法第 77条の第 2項の内乱罪 

14．刑法第 106条の第 1項、第 2項、第 3項の騒乱罪 

15．刑法第 247条の背任罪 

16．組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の第 2条の第1項に違反 

17．刑法第 196条の特別公務員職権濫用等致死傷罪 

18．刑法第 199条の殺人罪 

19．刑法第 223条の第 1項の強要罪 

20．刑法第 230条の第 1項の名誉毀損罪 

21．刑法第 233条の信用毀損罪 

22．原子力損害の賠償に関する法律の第3条の 1項、第 17条に違反 
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原子力政策の国家的な違法性 

 

大きな違法性は 2つあり、1つは経済産業省における「個別産業の振興」である。「中央省庁

等改革基本法」には、省庁が果たす役割が定められている。「経済産業省の編成方針」には、

次の通り、やってはならないことが定められた項目がある。 

 

（経済産業省の編成方針） 

第 21 条、2 のイ 個別産業の振興又は産業間の所得再配分を行う施策から撤退し、又はこ

れを縮小し、市場原理を尊重した施策に移行すること 

 

原子力の推進は「個別産業の振興」である。個別産業の振興とは「政府の支援によって、直

接的に利益を得たのは誰か」が論点である。なぜならば、直接的な利益は、会社の存続に大

きく影響するからだ。他社の競争力を大きく低下させ、不平等や不満を生じさせる。電力会

社のみが利益を得る原子力の推進は、明らかな違法である。かつて、政府と電力会社は、半

官半民の組織でもあった。強引に、政府によって設立した日本発送電株式会社であるが、戦

後、GHQの指示により、9つの地域に分けられた。しかし、現在でも相変わらず、北海道電力、

東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力の電

気事業連合会が国策の恩恵を得ている。ひとつにまとまった組織は、競争をせず、お互いに

尊重し合った存在である。税金を使い、資源エネルギー庁は、電気事業連合会に独占的な状

態を与え続けている。本来なら、資源エネルギー庁は、地域産業の活性化を支援するための

組織であり、政府に依存させる施策を行ってはならない。一見、原子力は、他のメーカーな

ども利益を得るため、個別産業の振興に思われないかのようである。しかし、政策で、例え

ば、ソフトウェアの会社を支援した場合、もしその会社が市場を独占したなら、「独占禁止法

違反」となる。パソコンのメーカーや関連書籍の販売会社が利益を得たとしても、違法性は

変わらない。よって、法律の通り、原子力政策は、撤退又は縮小しなければならない。 

 

2 つ目の法律違反は、「憲法違反」である。憲法には次の通り、定められている。 

 

（公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障）  

第 15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 




